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 国道１７号大宮駅周辺地区における自転車通行空間の完成に合わせて、 
自転車通行のルール・マナー周知のための啓発活動を行います。 

 大宮国道事務所では、埼玉県警と協力して国道１７号さいたま市大
宮駅周辺地区において、自転車通行空間の整備を１月下旬より進めて
まいりました。 
  

 このたび、国道１７号 大宮駅周辺の延長約１．６km区間の完成と
合わせて、３月１５日（火）午前７時４０分から、桜木町四丁目交差
点において、大宮警察署、埼玉県、さいたま市及び国土交通省大宮国
道事務所による、自転車利用者へのルール・マナー周知のための啓発
活動を下記のとおり行いますので、お知らせいたします。 
 

   
＜実施概要（別紙参照）＞ 
 ○日  時： 平成２８年３月１５日（火）午前７時４０分から 
 ○実施場所： 国道１７号桜木町四丁目交差点（さいたま市大宮区 
        桜木町） 
 ○内  容： 自転車利用者に対するルール・マナー周知のため、 
        チラシ配布などの啓発活動を行います。 
 ○その他 ： 取材を希望される方は、事前に大宮国道事務所の 
        黒澤までご連絡をお願いいたします。 
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至 熊谷市 

至 戸田市 
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大宮駅 

桜木町四丁目交差点 

     自転車通行空間整備完成箇所 

国道１７号桜木町四丁目交差点における 
自転車利用者への啓発活動について 

■街頭での啓発活動を行う日時と場所等 
（１）日時   平成２８年３月１５日（火）午前７時４０分から 
       （雨天の場合には３月１６日（水）に延期します） 
（２）場所   国道１７号桜木町四丁目交差点（さいたま市大宮区桜木町）
（３）参加者 大宮警察署、埼玉県、さいたま市及び国土交通省大宮国道事務所  
（４）内容  自転車の利用者に対して、自転車の走行ルールを遵守するように、 
       チラシの配布などの啓発活動を行います。 

整備イメージ 整備イメージ 

車道混在（矢羽根型路面表示） 自転車専用通行帯  

報道関係者集合場所 



  【参考】さいたま市内国道部自転車ネットワーク整備計画図 

■さいたま市は平成２６年４月に策定した 「さいたま市自転車ネット 
 ワーク整備計画」 約２００ｋｍを今後10年で整備する計画です。 
 
■平成２７年度に大宮国道事務所ではこのうち国道１７号の約３．６  
 ｋｍ区間（武蔵浦和駅周辺、大宮駅周辺）の整備を行うものです。 
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武蔵浦和区間 延長約２．０ｋｍ 

Ｈ２８．２．２完成 

大宮区間 延長約１．６ｋｍ 

（今回完成箇所） 

      H27整備箇所 

さいたま市自転車ネットワーク整備計画図 


